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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣及び国土交通大

臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣，国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS A 1016 規格群（コンクリート及びコンクリート構成材料に固定化した二酸化炭素の定量）は，次に

示す部で構成する。 

JIS A 1016-1 第 1 部：定量方法 

JIS A 1016-2 第 2 部：酸分解－逆滴定法による測定 

JIS A 1016-3 第 3 部：酸分解－ガス容量法による測定（予定） 

JIS A 1016-4 第 4 部：酸分解－電量滴定法による測定（予定） 

JIS A 1016-5 第 5 部：酸分解－赤外線吸収法による測定（予定） 

JIS A 1016-6 第 6 部：熱分解－重量測定法による測定 

JIS A 1016-7 第 7 部：熱分解－赤外線吸収法による測定（予定） 
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コンクリート及びコンクリート構成材料に 

固定化した二酸化炭素の定量－ 

第 1 部：定量方法 

Determination of mass of carbon dioxide sequestrated  

in concrete and concrete constituents- 

Part 1: General principles 

 
序文 

2015 年の COP21 で採択された“パリ協定”及び日本政府による 2020 年 10 月の“2050 年カーボンニュ

ートラル宣言”によって，全産業において二酸化炭素排出量の削減は喫緊の課題となっている。コンクリ

ート構造物の安全性・耐久性を確保するのは当然のことであるが，コンクリートは二酸化炭素を固定化す

る性質をもっていることから，世界各国のコンクリート関連業界において，二酸化炭素排出量の削減だけ

でなく，コンクリート及びコンクリート構成材料における二酸化炭素の回収・有効利用に関する各種技術

の検討が行われている。また，コンクリート構造物の供用段階においては，空気中の二酸化炭素によって

コンクリートの表面から炭酸化が進行することは周知の事実である。さらに，コンクリート構造物の最終

段階においても，リサイクルされた再生骨材及び再生砕石を炭酸化し，品質を改善したうえで活用するた

めの研究開発が進められ，様々なプロジェクトでの実証が進められている。 

具体的には，現在，次の技術が検討又は実用化されている（図 1 参照）。 

－ コンクリート構成材料の製造段階において，“混和材料及び骨材に二酸化炭素を固定化する技術” 

－ コンクリートの製造段階において，“フレッシュコンクリートに直接二酸化炭素を注入して二酸化炭

素を固定化する技術”及び“コンクリート製品の養生中に二酸化炭素を固定化する技術” 

－ コンクリート構造物の施工段階において，“コンクリート構造物に二酸化炭素を固定化する技術” 

－ コンクリート構造物の供用段階において，“コンクリート構造物に二酸化炭素を固定化する技術” 

－ コンクリート及びコンクリート構造物の最終段階において，“再生骨材及び再生砕石に二酸化炭素を

固定化する技術” 

この規格は，このようなコンクリートのライフサイクル全般において，コンクリート及びコンクリート

構成材料中に固定化した二酸化炭素の定量を目的として作成したものである。 

  


